
米子市学校体育施設開放事業管理運営要領

１ 利用調整について

公民館及び中学校にて学校体育施設の利用日時及び運営について調整

する。

２ 利用の範囲

学校体育施設設備利用の範囲は、屋内運動場（講堂を含む。）及び屋

外運動場並びにこれらの附属施設及び備付器具とする。

３ 利用許可の対象者

小学校の利用においては、原則として校区内の住民が主体となって組

織されたスポーツグループ等とし、中学校の利用においては、前記グル

ープ及び教育委員会に団体登録したスポーツグループ等とする。

４ 利用団体の登録

（１）学校体育施設を利用しようとするスポーツグループ等は、利用学校

ごとに米子市立学校体育施設利用団体登録申請書を教育委員会に提

出しなければならない。

（２）登録有効期間は無制限とするが、登録団体の代表者及び活動内容等

の変更がある場合は、変更届を新たに提出しなければならない。

５ 利用期間

毎年４月から翌年３月までの学校教育に支障のない日とし、日曜日及

び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日は午前７時から午後１０時まで、その他の日については

午後６時から午後１０時までとする。ただし、学校長が認めた場合は、

この限りではない。

６ 利用許可

（１）利用者は、小学校においては公民館、中学校においては学校長を経

由して、教育委員会に利用許可申請書を提出する。ただし、申請に

当たっては、あらかじめ学校長の意見を聴くものとする。

（２）利用許可申請の受付は、利用日の属する月の前月の１日以降とする。



（３）教育委員会は、提出された利用許可申請書を審査の上適当と認めた

ときは、経由者を通じて許可する。

７ 許可の取消事由

（１）利用許可の目的その他遵守事項に違反したとき。

（２）故意に学校体育施設設備を損傷したとき。

８ 利用条件

（１）特別な設備を要する場合は、事前に教育委員会の承認を得なければ

ならない。

（２）許可後、他人に利用する権利を譲渡してはならない。

（３）利用後は、学校体育施設設備を原状に復し、その異状の有無及び清

掃状況を確認すること。

（４）学校体育施設設備を損傷した場合は、速やかにその旨を届け出ると

ともに、利用者において弁償する。

９ 使用料

施設使用料及び照明設備使用料は、米子市学校施設の使用に関する条

例（平成１７年米子市条例第６７号）第１３条で定めているとおりとす

る。

10 減免

施設使用料及び照明設備使用料の減免を受けようとするスポーツグル

ープ等は、米子市立学校体育施設使用料等減免申請書を米子市立学校体

育施設利用団体登録申請書と同時に教育委員会に提出しなければならな

い。

次の利用の場合は、施設使用料及び照明設備使用料を減免する。

（１）米子市及び米子市教育委員会が主催しスポーツ活動として利用する。

（２）子どもたちのスポーツ活動として利用する。

（３）子ども会のスポーツ活動として利用する。

（４）ＰＴＡのスポーツ活動として利用する。

（５）下記のスポーツ行事を公民館が主催して利用する。

① 公民館スポーツ大会

② 公民館スポーツ大会のために行われる事前練習会



③ ニュースポーツ等の講習会

④ 市民体育祭参加のための事前練習会

11 遵守事項

（１）許可条件を遵守し、学校長及び市の職員又は係員の指示に従うこと。

（２）飲食及び火気の使用はしないこと。（水分補給は可）

（３）学校敷地内は全面禁煙のこと。

（４）体育館は土足で使用しないこと。必ず上靴を準備すること。

（５）自動車は、必ず駐車場に駐車し、グラウンド内に侵入しないこと。

（６）壁、柱等にはり紙をしないこと。

（７）けががあったときは、利用者の責任において処置をすること。

12 スポーツ傷害保険等

利用者は、スポーツ傷害保険等に加入することが望ましい。

附則

１ 本要領は平成１９年１０月１日より施行する。

２ 本要領は平成２４年４月１日より施行する。

３ 本要領は平成３１年４月１日より施行する。

４ 本要領は令和４年４月１日より施行する。


